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1. システム改革の目指すもの 

❖ システム改革の目的： ①新たなサービスやビジネスの創出 

  ②競争の活性化による料金抑制 

  ③消費者利益の保護と安全確保 

  ④産業競争力の強化と海外市場の開拓 

 

（ ガスシステム改革は、電力システム改革を受けて開始 ） 

 

   ❖ 電力 の特徴 ： ①全国的に送電網が整備されている 

  ②各地域に支配的事業者が存在する 

  ③ユニバーサルサービス vs. 競争 

 

   ❖ ガス の特徴 ： ①全国的導管網未整備 

  ②事業者数の多さ 

  ③他エネルギー（LPガス、オール電化）との競合 
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< 参考資料 > 

ガス導管網の現状 

（出所）総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会（第26回） 

（2015年12月15日）資料4「小売全面自由化の詳細制度設計等について」p.60 

 ❖ ガス事業は

広域導管網

が限定され

ており、 

生産設備・

LNG基地を 

保有する事

業者が新規

参入の中心

になってい

る。 

天然ガスパイプライン敷設の状況 

稼働中のＬＮＧ輸入基地 

計画中、建設中のＬＮＧ輸入基地 

稼働中の天然ガス高圧パイプライン 

計画中、建設中の天然ガス高圧パイプライン 

検討中、調査中の天然ガス高圧パイプライン 

稼働中の主な天然ガス中圧パイプライン 

◎ 
○ 
― 
- -  
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2. システム改革の工程表 

(1) 電気事業  

①広域系統運用機関 
 の設立 
（長期需給バランス維持・系
統計画、広域緊急時運用） 

第1段階 
2015年目処 

第2段階 
2016年目処 

2013年11月成立 

②小売全面自由化開始 
（小口料金規制は残り、 
 第3段階で規制解除） 

2014年6月成立 

③送配電部門の 
 法的分離 
（ネットワーク部門の 
 中立性・透明性） 

第3段階 
2020年目処 

2015年6月成立 

④規制組織の見直し 
2015/9 電力取引監視等委員
会（託送料金規制、市場監視、

緊急時対応） 
原子力発電停止・
政策変更、電力会
社の資金調達・金
融市場への配慮
【閣議決定文書】 

⑤その他 
a.供給力確保の新しい
枠組み 
（供給力確保義務） 

b.時間前市場の創設等 

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
専
門
委
員
会 

報
告
書 

2013年2月 

2020年までに進む電力システム改革と、各種
政策(安全確保、環境保全等）との整合性を図っ
ていく必要がある。 
容量メカニズムは2016年度に検討予定。 

「証券取引等監視委員
会」を参考に8条委員会
の形態で経済産業大臣の
直属で設置 
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2. システム改革の工程表 

(2) ガス事業  

2017年4月 2022年4月 2015年1月 

ガ
ス
シ
ス
テ
ム
改
革
専
門
委
員
会 

報
告
書 

①小売全面自由化開始 
（小口料金規制は残り、競争状態により 
 規制解除、簡易ガス事業許可制廃止） 

②ライセンス規制導入 
（機能別に事業ライセンスを付与： 
 製造、一般ガス導管、特定ガス導管、小売） 

③ＬＮＧ基地利用約款整備 
（第三者利用促進に向け約款を整備） 

託送供給検討受付センター（仮称）の開設 
（託送供給検討の中立化） 

需要家情報開示センター（仮称）の開設 
（需要家情報の開示） 

ガス 
事業者
による 
自主的
取組み 

導管部門法的分離 
（一定規模以上の 
 導管事業者の法的分離） 

電力システム改革と 
整合性の取れ、多様な
ガス事業者の形態に配
慮した改革を選択 
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3. 現状 

(1) 新規参入  

①電力事業 －2016年2月5日発表（広域機関発表。小売り免許取得企業）

 ：新規事業者数＜約150社＞ 

  【東京ガス、大阪ガス、東急電鉄、KDDIなど 

   大手から、小規模事業者まで】 

  （注）うち既存は、約30社 

 

②ガス事業 ：新規事業者数＜38社＞※ 

  ※一般ガス事業者の供給区域外への参入を除く。公式統計無し。 

  【INPEX、JAPEX、東京電力、中部電力、 

   JXエネルギー、岩谷産業、三菱商事、 

   三井物産など】 
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< 参考資料 > 

電力小売：多様な新規参入者（2016年2月8日現在） 

分野 参入事業者 

現在の主要な新電力事業者 

（２２事業者） 

Ｆ-Ｐｏｗｅｒ、イーレックス、リエスパワー、イーセル、エネット、 

日本アルファ電力、エネサーブ、新日鉄住金エンジニアリング、丸紅 等 

LPガス及び都市ガス関係 

（３２事業者） 

東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス、北海道ガス、京葉ガス、伊勢崎ガス、 

ミツウロコグリーンエネルギー 等 

石油関係 

（８事業者） 

昭和シェル石油、東燃ゼネラル石油、出光グリーンパワー、プレミアムグリーンパ
ワー、新出光 ・総合エネルギー、伊藤忠エネクス、JXエネルギー 

通信・放送・鉄道関係 

（３２事業者） 

エフビットコミュニケーションズ、東急パワーサプライ、ＫＤＤＩ、 

中海テレビ放送 ・ジェイコムグループ（２８社） 

電力会社の子会社 

（７事業者） 

ケイ・オプティコム、ダイヤモンドパワー、エネルギア・ソリューション・アンド・
サービス、テプコカスタマーサービス、シナジアパワー、関電エネルギーソリュー
ション、シーエナジー 

再生可能エネルギー関連など 

（太陽光等）（２１事業者） 

ＳＥウイングズ、ネクストパワーやまと、Ｌｏｏｏｐ、荏原環境プラント、東京エコ
サービス、エヌパワー、グリーンサークル、ウエスト電力、一般社団法人神奈川県太
陽光発電協会、新エネルギー開発、V－Ｐｏｗｅｒ、大和エネルギー、アップルツ
リー、真庭バイオエネルギー、エコスタイル、北上新電力、北九州パワー、Ｓ－ＣＯ
ＲＥ、エヌパワー南九州、みやまスマートエネルギー 

その他（４７事業者） 三井物産、伊藤忠商事、川重商事、大阪いずみ市民生活協同組合、鹿児島電力、水戸
電力、奈良電力、日立造船、トヨタタービンアンドシステム、生活共同組合コープこ
うべ、凸版印刷、とっとり市民電力 等 
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< 参考資料 > 

大口ガス：多様な新規参入者（2015年3月現在） 

分野 参入事業者 

石油関連 

（６事業者） 

三愛石油、ＪＸ日鉱日石エネルギー、国際石油開発帝石、石油資源開発、 

小倉興産エネルギー、ネクストエネルギー 

 

電力関連 

（５事業者） 

東京電力、関西電力、中部電力、四国電力、甲賀エナジー 

 

ガス関連 

（１３事業者） 

エア・ウォーター、東北天然ガス、エネロップ、筑後ガス圧送、南遠州パイプライン、
朝日ガスエナジー、岩谷産業、東京ガスエンジニアリングソリューションズ、仙台プ
ロパン、東京ガスエネルギー、ニジオ、熊本みらいエル・エヌ・ジー、近畿エア・
ウォーター 

 

商社関連 

（６事業者） 

ＭＣ塩浜エネルギーサービス、エネクスエルエヌジー販売、鈴与商事、三井物産、三
菱商事、オンサイト・エネルギー・サービス静岡 

 

再生可能エネルギー関連 

（２事業者） 

上越エネルギーサービス、プログレッシブエナジー 

 

その他（６事業者） 合同資源、新日本製鐵八幡製鉄所、テツゲン、三菱化学、富山グリーンフードリサイ
クル、鈴興 

（注）甲賀エナジーは岩谷産業 ５６％、関西電力 ３４％、甲賀協同ガス １０％出資のガス販売会社 
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3. 現状 

(2) 契約変更 

①電力事業 －2014年度の新規参入シェア（大口）：5.24% 

   －2016年2/5発表（広域機関発表） 

 ：変更申し込み数「約10.6万」（99%が東電、関電 管内） 

  東京「約7.4万」、関西「約2.9万」、北海道「1,100」、 

  九州・中部・東北・北陸・四国「1,800」、中国・沖縄「0」 
 

②ガス事業  －2014年度の新規参入シェア（大口）：11.7% 

（単位100万m3） H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY H26FY 

全大口供給量 20,895 22,699 23,918 23,775 23,502 23,877 

新規参入者による大口供給量 2,822 3,641 4,073 3,648 2,844 2,785 

新規参入者シェア 13.5% 16.0% 17.0% 15.3% 12.1% 11.7% 

＜大手新規参入企業見通し＞ 

・2017年4月からのガス小売全面自由化に伴い、東京電力は2024年までにLNG換算で100万トン/年
の需要開拓を目指す（新・総合特別事業計画2014年1月） 

・INPEXは、国内ガスパイプライン網整備により、2025年における国内ガス供給量を25億m3を目
指す（中長期ビジョン2012年5月） 

 ※2014年度ガス販売量は17.9億m3。新規シェア低下は、原発事故故 
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< 参考資料 > 

電力小売市場（東京電力管内の新電力シェア） 

 ❖ 離脱需要の約６割が東京電力管内（その他、関電管内約25%） 
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< 参考資料 > 

ガス事業における競争の状況 

 ❖ 2014年度における大口ガス供給は38社（大口ガス事業者＋ガス導管事業者）で、
新規参入シェアは11.7%となっている。2011年度には17%に達していたが、東
日本大震災以降の電気事業での需給逼迫に伴い、そのシェアが減少したものと
考えられる。 

一方、中小ガス事業者への卸供給では大口ガス事業者・ガス導管事業者で53%

に達しており、大口販売・卸供給の面で競争は進展していると言える。 

新規参入の状況 事業プロセス別シェア（2013年度） 
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（出所）資源エネルギー庁「ガス事業の現状」、2013年以降はガス事業生産動態統計調査より作成 
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3. 現状 

(3) 業務提携①（電気事業の観点から） 

既存新電力大手

首都圏で
電力小売会社設立

首都圏
都市ガス事業者5社

千葉で
発電所設立

電力供給

ガス

東京で
発電所建設

静岡で発電所建設

宮城で
発電所建設

燃料調達、発電所建設

福島で
発電所建設

神奈川で
発電所

首都圏
都市ガス事業者

9社

ガス供給

首都圏
都市ガス事業者

2社

電力販売

統合

静岡で
発電所共同建設

秋田で
発電所共同建設

山口で
発電所共同建設

茨城で
発電所共同建設
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3. 現状 

(3) 業務提携②（ガス事業の観点から） 

 

 

 

 

北九州市で 
発電所建設 

山口で 
発電所共同建設 

静岡で発電所
建設 

武州ガス  
東部ガス  
坂戸ガス  
昭島ガス  

太田都市ガス 

神奈川で 
発電所運営 

千葉で 
発電所設立 

首都圏都市ガス事業者11社        
(角栄ガス、大東ガス、足利ガス、伊勢崎ガ
ス、入間ガス、青梅ガス、桐生ガス、埼玉ガ
ス、 佐野ガス、日高都市ガス、武州ガス) 

電力販売 

首都圏で 
電力小売会社を設立 

NTTコミュニケーションズ、
楽天などの12社と 
電力販売で提携 

http://www.saibugas.co.jp/index.htm
http://www.oji-green.co.jp/
http://corp.rakuten.co.jp/
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< 参考資料 > 

ガス事業における地域別新規参入の状況 

❖ 大口ガス事業者の登録状況（2015年3月現在） 

（注）( ) 内は当該地区における届出件数（2015年3月現在の大口供給届出ベース）。 

   なお、下線付きの事業者は、現在大口供給をしていないことが確認されている。 

（出所）資源エネルギー庁「ガス事業における大口自由化について」 
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4. 諸外国の動向 

(1) 産業組織の変化 

 
(2) 国際総合エネルギー企業の誕生 

 
(3) 価格へのインパクト 

 
(4) 適切な投資の確保 

 
(5) 電源構成の適正化 
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4. 諸外国の動向 

(1) 産業組織の変化① 

＜電力＞国によって状況が異なるが、 

  一般的には、国を超えて集約化が進展 

 
（欧州） ①英国 ：元々国有企業（1社）が、Big6 へ。 

     ②独 ：元々大手8社が、Big4 へ 

     ③仏 ：共に、国家資本の入った電力、ガス 

    各1強多弱体制が不変 

     ④伊  ：元々国有企業（Enel）支配的市場を 

  火力発電所売却で多数へ 
 

（米国）そもそも自由化州は、13州＋ワシントンDC 
   （注）自由化を前にして、加州の電力危機が生じた。 

   ⑤米国 ：NY州、マサチューセッツ、テキサス等 

    元々地域独占だったが、 

    多数の企業が参入 
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< 参考資料 > 

イギリスの電力/ガス会社 再編動向 

1982年 ガス 小売自由化開始 

1990年 電力 小売自由化開始 

PowerGen 

CEGB 

National Power 

1991年民営化 

Innogy RWE nPower 

International Power
（海外IPP） 

Drax Power 
（発電のみ） 

Eastern 

1998年原子力切り出し 

EDF Energy 

Magnox 

NSHEB 
1998年統合 

Southern（配電） 

ScottishPower 

SSE 

Centrica 

2011年再統合 
Magnox North 

2003年経営放棄 

2005年経営権取得 

1990年国営CEGB 解体 

TXU Europe 

British Energy Nuclear Electric 

Magnox Electric Scottish Nuclear 

Magnox South 

Scottish Hydro Electric 

National Grid（送） 

E.ON UK 

1989年民営化 2009年Iberdrolaが買収 

2008年分割 

2009年EDFが買収 
1996年再編 

1996年NP・PGの発電所購入 1999年TXU Gr.が買収 

2002年破算。発電資産売却 

2002年E.ONが買収 

AES Corp 

2004年RWEが買収 

2000年分割 2010年GDF Suezが買収 

BG 
Lattice 

2005年 

1998年 

SSEB 

Big6 

Big6 

Big6 

Big6 

Big6 

Big6 

1998年 ガス 全面自由化 

1999年 電力 全面自由化 
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< 参考資料 > 

ドイツの電力/ガス会社 再編動向 

1929年 

RWE RWE 

VEBA 

1898年 

VIAG 

1923年 

E.ON 1965年民営化 

1985年民営化 

2000年 

Ruhrgas 
1926年 

2003年 

Transpower TenneT（送） 

2009年 

2010年 

Open Grid 
Europe（PL） 

2004年 

VEW 

2000年 

Thyssengas 

1921年 

2003年 

Amprion （送） 

2009年 

Thyssengas
（PL） HEW 

1894年 

VEAG 

1990年 

Bewag 

1915年 

Badenwerk 

EVS 

EnBW 
1997年 

Vattenfall 
2006年 

2001年 2002年 

Vattenfall 

50 Hertz （送） 

2009年 

EnBW 

EnBW Transport 
（送） 

EnBW Gasnetz
（PL） 

VNG 

1969年 

Wingas 

VNG 
ONTRAS 
Gastransport（PL） 

Wingas 

GASCADE（PL） 

1993年 

2011年売却 

1998年 電力・ガス 全面自由化 

EDF 

2000年資本参加 2010年資本撤退 

E.ON Gastransport 
（PL） 

2010年 

EDF 

Big4 

Big4 

Big4 

Big4 



20 

禁無断転載 

(C) 2016 IEEJ, All rights reserved 

< 参考資料 > 

フランスの電力/ガス会社 再編動向 

1999年 電力 小売自由化開始 

2000年 ガス 小売自由化開始 

EDF 

1946年 

EDF 

RTE（送） 

2004年株式公開 2005年 

eRDF（配） 

2008年 

GDF 
1946年 

GDF Suez 

GRT Gaz（PL） 

Suez 

2008年 

1822年 

2005年 2004年株式公開 

CNR（ローヌ公社） 

1933年 

Electrabel 
（ベルギー電力会社） 

2005年 

2007年 
SHEM 
1902年 

2002年～2006年 

2007年 電力・ガス 全面自由化 

GSO 
（Totalの子会社） 

TOTAL Energie Gaz  

TIGF（PL） 

2005年 

2013年売却 

SNET 

ENDESA 
（スペイン電力会社） 

E.ON SNET 
2004年買収 2008年E.ONへ売却 
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< 参考資料 > 

イタリアの電力/ガス会社 再編動向 

2003年 ガス 全面自由化 

2007年 電力 全面自由化 

1999年 電力 小売自由化開始 

2000年 ガス 小売自由化開始 

Enel 
Enel Investment 

Holding 

1962年 

Terna（送） 

機能別に子会社化 

シェア制限で 

発電所売却 

2012年売却 

1999年民営化 

Eni Eni 
1995年民営化 

1953年 

機能別に子会社化 

2000年 

Snam（PL） 

2012年売却 

Edison 
1884年 

Montedison
（水力・自家発） 

1969年 

SELM（電力サービス子会社） 

1979年 

EDF（フランス電力会社） 

AEM 
（ローマ公営電力） 

1909年 

ACEA ACEA 

1992年民営化 

Electbras 

2002年自由化対応合弁会社 

Edison 
1995年買収 

A2A 

AEM（ミラノ公営電力） 

AMSA（ミラノ公営廃棄物処理） 

1898年 

1907年 

ASM（ブレシア公営電力） 

1908年 

2008年 

2002年 

Edipower 
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< 参考資料 > 

米国の事例（電力） 

ニューヨーク州の小売販売 

❖ ニューヨーク州では1999年より小売自由化を開始したが、新規参入者は68社
（地元電力会社系を含む）で、そのシェアは35%まで上昇した（2014年実績）。 
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Just Energy Group GDF Suez

Centrica Exelon

HESS Fishers Island Utility

Pennsylvania Electric Orange & Rockland

Rochester Gas & Electric Central Hudson Gas & Elec

NYSEG Niagara Mohawk Power

ConEd NY 新規参入者シェア 

億kWh 新規参入シェア 

ニューヨーク州事業者別 

販売電力量の推移 
会社別販売量（2013年） 
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自由化サービス 

自由料金 

規制 

億kWh ConEd 

Exelon Centrica GDF Suez 

National 

Grid 

Fortis Inc 

既存電力会社 新規参入者 

：海外の電力ガス会社 

Iberdrola 

（出所）EIA、”EIA-861”より作成 
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< 参考資料 > 

欧州の事例（ガス） 

イギリスのガス小売自由化 

家庭部門における各社シェアの推移 非住宅用における各社シェア（2015年6月） 

 2009年の第三次エネルギーパッケージで、自由化プロセスは終了。現在は、域内連携強
化や供給セキュリティ確保（ロシア産ガス依存低減）に注力。 

 英国の場合、大手6社（British Gas、EDF、E.ON、RWE nPower、Scottish Power、
SSE）寡占状況固定化傾向だが、その他の事業者のシェアは上昇傾向。 

 大口需要家は上流で競争力のある企業のマーケットになっている。 

(37％) British Gas 

(8%) EDF 

(12%) E.ON 

(9%) Scottish Power 

(13%) SSE 

(9%) RWE nPower 
(12%) Others 

Big6 

Big6 

Big6 
Big6 

※1 DONG Energy は、デンマーク国営の総合エネルギー企業 

※2 Corona Energy は、英国の独立系エネルギー企業 

※2 

※2 

※1 

（出所）Ofgem「Retail Energy Markets in 2015」2015年9月 （出所）Ofgemホームページ 

Others 

(2015 Q3) 



24 

禁無断転載 

(C) 2016 IEEJ, All rights reserved 

4. 諸外国の動向 

(1) 産業組織の変化② 

＜ガス＞（欧州） 国によって異なるが、電力、ガスが一体として 

 集約化するケースが多い。 
 

       （米国） 小売の全面自由化は，7州＋ワシントンDC。 

 4州とワシントンDCで競争進展 
（NY, ペンシルバニア, マサチューセッツ, ニュージャージー）。 

（注）パイプラインによる調達価格に差はなくメリット無し 

4州+DCの家庭用供給者変更率 自由化が機能していない州 

（ニューメキシコ=左、カリフォルニア=右） 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1998 2002 2006 2010 2014

DC

Ma

NJ

NY

Pa

（出所）EIAデータより作成 

13～108社の新規参入。既存事業者による州際
PLへのアクセス独占が、競争進展促進に向けた
課題として認識された。 

州際パイプライン未発達。多様なガス調達源を
確保し競争することが困難。 
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4. 諸外国の動向 

(2) 国際総合エネルギー企業の誕生 

 

 

EDF

RWE

Vattenfall

E.on

ENGIE

Enel

Iberdrola

CEZ

EnBW

その他 

EU27ヵ国における発電電力量 

シェア（2014年） 

（出所）RWE Facts and Figures 2015 

 卸電力市場取引の拡大・広域化 

 ガス・石炭・CO2短期取引の拡大 

 燃料調達の優位性 

 ブランド力 

 成長維持 

 燃料価格上昇に伴う発電事業 

収益性向上（特に原子力発電・石炭火力

発電） 

❖ 欧州では電力自由化に伴い、全世界的に活動を行う電力ガス会社が誕生。 
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< 参考資料 > 

欧米における電力システム改革の効果 

❖ 先行的に自由化を進めた欧米では、ドイツ、フランス及びイタリアの企業が国際総合エネ
ルギー企業化したが、英米からは登場しなかった。国際総合エネルギー企業化は高燃料価
格化が進んだ2000年代である。近年は再生可能エネルギー発電導入拡大に伴う卸電力価格
の低迷で多くの国際総合エネルギー企業の収益が悪化しており、発電投資確保が課題に
なっている。 

システム改革の効果 課題 

米国  効率的な卸電力市場の広域運営化（東部系統は南東部を
除き 5RTO*化）、小売新規参入拡大 

 米国資本の国際総合エネルギー企業なし 

 

 石炭火力からガス火力・再エネへの転換 

ドイツ  合併を通じて4大電力会社の寡占化（うち1社が外資） 

 2社が国際総合エネルギー企業化 

 

 ガス火力発電の維持 

 再エネ拡大でシステム改革を見直し中 

イギリス  自由化当初は新規参入が進んだが、2000年代にビック6

の寡占化（うち4社が外資） 

 イギリス資本の国際総合エネルギー企業なし 

 

 低炭素化に向け改革見直し中 

フランス  EDFの独占維持・国際総合エネルギー企業化 

 

 EU大での規制改革との整合性確保 

イタリア  2003年大停電を契機にプール市場化、競争的市場に 

 Enelは国際総合エネルギー企業化 

 輸入依存の拡大、発電投資の維持 

*RTO（Regional Transmission Organizations）地域送電機関 
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< 参考資料 > 

国際電力ガス会社と総合エネルギー企業 
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再エネ 

水力 

CCGT

汽力 

原子力 

万kW 

E.onグループ発電設備容量 

（出所）E.on, “Facts & Figures”より作成  

❖ 欧州における国際電力ガス会社 
 
EDF：フランス、イギリス、イタリア、ベルギー等 

E.on：ドイツ、スウェーデン、イギリス、イタリ
ア、スペイン、フランス、オランダ、ハンガ
リー、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ロ
シア、ブラジル、トルコ、北米等 

RWE：ドイツ、イギリス、オランダ、ベルギー、中
欧・南欧 

ENEL：イタリア、スペイン、南米、スロバキア、ロ
シア、ルーマニア等 

Iberdrola：スペイン、イギリス、米国、ポルトガ
ル、ドイツ、フランス、カナダ、ブラジル、
メキシコ他 

日本でも将来的な需要の減少や上流
部門での購買力向上、IT技術の活用
を見据え、総合エネルギー企業化の
進展が期待されている。 
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4. 諸外国の動向 

(3) 価格へのインパクトの現状 

❖ 自由化は、スポット市場との連動を意味する。 

 結果的に、燃料費の高低が、誇張される形で価格

に反映。 

 

❖ これまでは、燃料代が上がっていたので、 

自由化が価格を低減させたとの評価はない。 

 
（注）最近の原油価格の低減等の状況は、未だ、十分消化できていない。 
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< 参考資料 > 

電力・ガス需要と価格の推移 

英国の電力需要と価格 英国のガス需要と価格 
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< 参考資料 > 

一次エネルギー輸入価格の推移 
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の流入 

イラク戦争 リーマンショック 東日本大震災 

アラブの春 

市場に対する高い信頼のあった時期 
安定供給への懸念が 

拡大した時期 

震災後の 

政策見直し 

2003年 
エネルギー 

基本計画 

2007年 
エネルギー 

基本計画 

2010年 
エネルギー 

基本計画 

2014年 
エネルギー 

基本計画 

2002年 
エネルギー 

政策基本法 
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< 参考資料 > 

電気料金の国際比較（2012~14） 

（注1） n.a.（当該データ掲載無し）は、【産業用】韓国2012～14年とスペイン2012-13年、【家庭用】スペイン2012-14年 

（注2）韓国、アメリカは本体価格と税額の内訳不明。 

（注3）端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。 

(出所) OECD/IEA「ENERGY PRICES & TAXES, 4th Quarter 2015」 

産業用 

家庭用 
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4. 諸外国の動向 

(4) 適切な投資の確保 

❖ 自由化だけでは、適正な投資の確保はできない。 

 多くの国では、容量市場などにより、投資不足を解消。 
 

（注）価格と量の両方について不確実性が高いとき、中長期的な費用回

収を必要とする固定費の高い電源投資を行うことは難しい。 

容量メカニズムは、一定の確実性を提供しようとするもの。 

 

❖ しかし、容量市場によって、 

 うまくいっている国（米国(北東部)PJM、英国）、 

 そうでない国※（その他）がある。 

 ※ 仕組み上、効果が分かりにくく、容量市場があるので
発電投資を生み出したとは言えない国・地域を意味。 
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< 参考資料 > 

容量市場の基本形 

3年～4年前 

容量市場プロセス開始 
 

 ピーク時に必要な供給力を設定・取引 
 受渡年に新規発電計画が実現できるスパ

ンを確保する必要がある。 

受渡年 

ピーク期間に供給力受け渡し 
 

 TSOによる供給力の確認、未提供の場合
に罰金 

1.5×Net CONE

1.0×Net CONE

0.2×Net CONE

IRM IRM+1%

$/MW-日

決済価格

目標水準

曲線の形状は地
域別に定義される

供給曲線（需要
反応も参加可）

需要曲線

上限価格となっ
ている

ゾーン 

予想 

最大 

電力 

小売事業者A 

供給力確保義務 

小売事業者B 

供給力確保義務 

小売事業者C 

供給力確保義務 

発電所1 

<自己> 

発電所2 

<相対> 

容量メカニズムに 

伴う費用を負担 

発電所2 

<市場> 

提供した 

供給力へ報酬、 

未提供時に罰金 

日々調達量 

を決定 
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< 参考資料 > 

容量メカニズムの種類と現状 

❖ 古典的ミッシングマネー問題の解消：プール市場では限界費用原理で卸価格が決まり、
ピーク用電源の固定費回収が困難なため、容量メカニズムを導入。 

 

❖ 再エネ普及による卸価格低迷対策：再エネ普及に伴う卸価格低迷や発電量の不確実性拡
大に対し、発電投資確保又は閉鎖の回避のための対策として容量メカニズムを導入。 

 

❖ 信頼度向上目的：空調需要で電気の利用が高い場合、猛暑・寒波により停電リスクが高
まることへの対策として容量メカニズムを導入（必然的に量的メカニズムを採用）する
場合と大都市への高い信頼度を確保するため導入する場合がある。 

古典的ミッシング 

マネー問題の解消 

再エネ普及による 

卸価格低迷対策 
信頼度向上目的 

価格型 容量支払 
旧イギリスプール市場、 

スペイン等 

容量市場 

（供給力 

 確保義務） 

集中型容量市場 イギリス 米国PJM（米国北東部） 

分散型容量市場 フランス 

部分容量型 

（戦略的 

 予備力） 

管理型 ドイツ 

市場活用型 
スウェーデン、 

フィンランド 

容量メカニズム無し 米国テキサス州、オーストラリア（価格暴騰を許容） 
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< 参考資料 > 

欧州における天然ガス火力発電の収益性 

❖ 卸電力価格と燃料費（燃料価格÷発電効率）の差分をスプレッドと呼んで、火力発電の
収益性の分析が行われている。 

 

❖ 欧州の天然ガス火力のスプレッドはClean Spark Spreadと呼ばれているが、近年、ドイツ
を中心にスプレッドがマイナスとなり、燃料費の回収すら困難な状況に陥っている。こ
のためガス火力発電の廃止申請が増え、ドイツでも卸市場の枠組みの見直しが行われて
いるところ。 

 

ドイツガス火力発電のスプレッド 

（出所）欧州委員会 
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< 参考資料 > 

欧州主要国の需給バランス見通し 

❖ 電源投資は自由化されたため、実現
には不確実性が残っている。イギリ
スの投資を保守的に見たシナリオで
は、供給力が不足する可能性も。 

 

❖ ドイツを中心とした卸価格の低迷
で、ポーランドでは長期的に供給力
不足となることが懸念されている。 

ポーランドの需給バランス見通し 

ドイツの需給バランス見通し イギリスの需給バランス見通し 

（出所）ENTSO-E, “Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2015” 
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< 参考資料 > 

日本卸電力取引所スポット価格との火力発電のスプレッド 

❖ 日本の卸電力スポット価格は石油火力発電の燃料費に連動する傾向が強いが、石油火力
発電の廃止と共にガス火力発電の燃料費に連動する方向へ。燃料価格の下落により、ガ
ス火力発電の収益性は低下している。 

 

❖ 送配電事業者によるFIT電気の買取へ移行し、原則、買い取ったFIT電気は市場投入する方
針で、スポット価格の下げ圧力は高まる見込み。 
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< 参考資料 > 

高い供給信頼度の確保 

❖ 大都市を抱える東海岸地域では、古くから小売事業者への供給力確保義務等、供給信頼
度を高める工夫が行われてきた。ニューヨーク州には電力公社もあり、緊急電源設置を
担ったことも。 

 
❖ 日本では同様に高い供給信頼度を確保すべき地域はあるか？ その手法は？ 

Forward Capacity Markets 

Annual Capacity Market 

LSE Resource Adequacy 

Requirement 

Energy-Only Markets 

Regulated Utilities ワシントンDC 

ニューヨーク市 
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< 参考資料 > 

市場原理を重視する例：テキサス州 

❖ 2011年2月初旬の寒波はテキサス州を中心にエネルギー供給に大きな影響を与えた。2月
2日には設備の凍結や天然ガスの供給停止等に起因した深刻な発電設備の計画外停止が生
じ、当日の最大電力が6,000万kW近くにまで増加することが予想されたことで、供給力
不足に陥った。そのためERCOTは累計で400万kWの輪番停電を実施し、320万口の需要家
に影響が生じた。 当該期間中もエネルギー市場取引は継続していた。 

❖ 市場原理を重視するのであれば、一定の閾値を超えた際に計画停電を実施することを広
く表明することが必要。 

2011年2月2日の需給と計画停電 2011年2月2日の発電設備停止状況 

供給力 

需要 

計画停電 

大半は 

ガス火力の停止 
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4. 諸外国の動向 

(5) 電源構成の適正化 

❖ 自由化度合いの高い国では、ゼロカーボン電源の

投資が進展せず、国の関与を強めている例が少な

くない。 
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< 参考資料 > 

欧州の事例（電力） 
  英国の電力自由化と安定供給確保・低炭素化実現の困難化 

CfDにおけるストライク価格と支払 容量市場の価格設定 

 変動型：前日スポット価格 

 ベース型：先渡価格 

Net CONE 

価格（￡/kW・年） 

目標 最大 最小 容量 

キャップ 

4年先の供給力を送電会社が調達し、
費用は小売会社が負担する仕組み 

OCGTの固定費を
目安に設定 

• イギリスでは既設老朽発電所が今後20年間で2,000万kW近く閉鎖されることに伴う安定供給の維持、
それと両立する電源の低炭素化を目指した電力システム改革を検討中。 

• 低炭素電源（再生可能エネルギー、原子力）は CfD（差額決済契約: Contract for Difference）を活用
した導入、火力発電は容量市場を活用した容量権という追加収入を認めることで量的確保を目指して
いる。 
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＋ 

5. 今後の課題 

(1) 総論 

2016年 2017年 2020年 2030年 

電力 小売 

全面自由化 
(2016年4月） 

ガス 小売 

全面自由化 
(2017年4月） 

電力 送配電 

法的分離 
(2020年4月） 

ガス導管 法的分離
（大手三社） 
(2020年4月） 

PVグリッド
パリティ 

新設火力 

運転開始 
競争用電源が 
増加し、競争本格化 

PVオンサイトが進展し、 
更に電力需要が減少 

温
暖
化
対
策
の
目
標
年 

東電管内で
離脱増加 

火力発電収益悪化の顕在化、 

ゼロカーボン電源の確保困難化 

 ⇒供給力確保義務、ゼロカーボン電源確保策強化 

競争の地域
差が顕在化 

ガス余りが発生し、ガス事業で競争激化 

 ⇒転売の必要性大、アジアへの進出 

発電設備・燃料調達が過
剰となる懸念が高まって
おり、事業者間の提携に
より、リスクの分散化が
模索されている。 
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< 参考資料 > 

偏った再生可能エネルギーの導入 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設備の導入状況（2015年11月末）」2016年3月9日公表をもとに作成 

※１ 「新規認定分」とは、本制度開始後に
新たに認定を受けた設備です。 

※２ 「移行認定分」とは、再エネ特措法
（以下、「法」という。）施行規則第２条に
規定されている、法の施行の日において既に
発電を開始していた設備、もしくは、法附則
第６条第１項に定める特例太陽 
光発電設備（太陽光発電の余剰電力買取制度
の下で買取対象となっていた設備）であっ
て、本制度開始後に本制度へ移行した設備で
す。 

※３ 電気事業者に支払われる交付金（電気
をご利用の皆様からいただく賦課金で賄われ
るもの）は、(3)の買取金額から回避可能費
用等を差し引いた金額となります。 

※４ 太陽光（住宅）について、前年度まで
の導入状況の公表においては、導入時期が法
施工日の前か後かで分類しておりましたが、
平成26年度からは、本制度開始後に新たに認
定を受けた設備を 
明確に分類するため、「新規認定」か「移行
認定」かの分類としました。 

※５ バイオマス発電設備については、前年
度までの集計手法から、より実態を反映した
集計手法とするため、認定時のバイオマス比
率を乗じて得た推計値を集計しています。 

• 再生可能エネルギー発電に係る消費者負担額も急速に増大している。 

2015年11月末時点の導入・認定設備分 ( 86GW ) が稼動するだけでも、今後20年の消費者負担額は 

累積 55兆円規模にのぼる。この不可避な負担は ¥ 3.1/kWh—産業用などでは19%、家庭用では13%—

の電力料金の値上げに相当する。 
• 買取価格が高い太陽光の導入急拡大が、負担額を大きく押し上げている。太陽光に加え、風力など運

転開始まで時間を要する電源が稼動してゆくにつれ、負担額も膨らんでゆく。 

再生可能エネルギー発電設備の導入状況等について（平成２７年１１月末時点） 
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< 参考資料 > 
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5. 今後の課題 

(2) 各論：電力事業 

❖ 系統と再生可能エネルギー（間欠性）との調和 

• 送配電事業者によるFIT電気の卸販売の在り方 ⇒卸市場の使い方 

• ネットワーク増強と費用負担の在り方 
 

❖ 投資不足の防止 

• 容量市場（キャパシティ メカニズム）の導入の是非 

• 再エネのFITの改定導入と再エネの多様化 

• 中期的に原子力のCfDなどの検討 
 

❖ 適切な電源構成の確保 

• ゼロカーボン電源の比率の義務付け ⇒高度化法 

• 火力のベンチマーク導入 ⇒省エネ法 
 

❖ 海外市場への進出 

• 体力強化と需要減少への対応 
 

◄ 欧米の経験を踏まえ、どういった選択を行うのか。 



46 

禁無断転載 

(C) 2016 IEEJ, All rights reserved 

5. 今後の課題 

(3) 各論：ガス事業 

❖ ガスの小売全面自由化 

• 現在、一般ガス事業者にしか認められていない家庭等へのガスの供給につ
いて、小売の地域独占を撤廃し、登録を受けた事業者であればガスの小売
事業への参入を可能とする。⇒ガス導管網の新規整備、相互接続 

• 小売料金規制を原則撤廃。 ⇒需要家保護の観点から、競争が不十分な地域
には規制料金メニューの提供を経過措置として義務付ける。 
 

❖ LNG基地の第三者アクセス 

• ＬＮＧ基地を保有する事業者を対象に、第三者による利用を正当な理由な
く拒否することを法律により禁止。 
 

❖ 保安規制と参入促進 

• 導管網の保安及び小口需要家が保有する内管の点検・緊急保安に関する法
律上の義務を、ガス導管事業者等に課す。 
 

❖ 海外市場への進出 

• 体力強化と需要減少への対応 
 

◄ 欧米の経験を踏まえ、どういった選択を行うのか。 
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1. システム改革は、電力・ガス産業の効率化を図る

という意味で自然な流れ。 
 

2. 欧米の状況を見ると、価格低下などの効果が 

あいまいな一方、投資不足や、適切な電源構成の

実現が困難などの課題も顕著。 
 

3. 日本は、欧米の成功と失敗を踏まえつつ、 

システム改革の詳細設計を進めることが不可欠で

ある。 

結論 
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日本エネルギー経済研究所のウェブサイト
では、最先端のエネルギー・環境関連の 
研究成果の一部を 無料公開 しています。 

日本エネルギー経済研究所は、 
本年6月に創立50周年を迎えます。 

賛助企業・団体以外の方を 
対象とした 

情報会員制度(有料サービス) 

も用意しています 

（会員限定の充実した 

   情報にアクセスできます）。 

米ペンシルバニア大学が毎年発表する 
「世界シンクタンクランキング2015」 
（2016年1月発表）の エネルギー部門において 

日本エネルギー経済研究所は世界第1位に 

選ばれました。アジア地区では 2年連続で第1位の評価。 

調査開始以来、研究分野ごとの世界ランキングの中で、 
欧米以外の研究機関がトップになったのは初めて。 
（2014年版では、世界で第3位・アジアで第1位）。 


